
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物由来の資源を活用し、品質や安全性が
関連法規、基準、規格に適合している商品
を認定するマークです。 

バイオマスマーク 

一般社団法人日本有機資源協会 
Japan Organics Recycling Association 

専門家による第三者審査制度 
バイオマスマークは第三者機関
の審査委員会によって審査さ
れ、事務局より認定します。 
申請された商品に含まれるバイ
オマス原料の割合、品質、安全性
を審査します。合格した商品に
のみ、バイオマスマークを表示
することができます。 

温室効果ガスを増やさない 

バイオマスから作られる製品は、

燃やしても CO２の増減に影響を

与えないとみなせる（カーボンニ

ュートラル）ため、地球温暖化の

原因となる温室効果ガスを増や

しません。 

廃棄焼却時の CO2 はインベント

リから控除されています。 

消費者にＰＲできる 
バイオマスマークを製品に表示
することで、環境貢献への取組や
技術力を消費者にわかりやく伝
えることができます。 
また、認定番号から商品検索がで
き、製品情報や企業情報をＰＲす
ることができます。 

【お問合せ】（一社）日本有機資源協会  ☎03-3297-5618  Fax03-3297-5619   mark@jora.jp 
〠104-0033 東京都中央区新川 2-6-16 馬事畜産会館 401 URL：https://www.jora.jp/biomassmark/ 

つくる責任、つかう責任、果たします 

認定商品ごとに 6 桁の

認定番号が割り当てら

れています。この認定

No.から製品情報の検

索もできます。 

 

マークの数字は、商品に含

まれているバイオマス原料

の割合（乾燥重量）を表し

ています。 

マークのバイオマス度は

10％～100％まで、５％刻

みで表示されます。 

 

バイオマス度、使用部位の

表示によって、どの部位に

どのくらいのバイオマスが

含まれているのかを、消費

者が知ることができます。 

バ イ オ マ ス
マークの 
検 索 は コ コ
から！ 
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バイオマスマーク

認定商品数の推移

 

                                                                                                                             

申請から認定まで 

バイオマスマーク 

どんな商品が申請できる？ 
申請方法は？ 
準備する資料は？など、 
ご相談ください。 
申請書類を事務局で 
事前確認いたします。 

・認定審査の合格通知 
・マーク使用契約締結 
・認定証の発行 
・マークデータの提供 

表示方法で分からない
点がある、他の商品も
申請可能か等、認定後
もお気軽にお問い合わ
せください。 

・表示案の確認 
・商品へのマーク表示

を開始 
・マーク使用契約更新 
・マークの継続使用  

 
物流・容器包装、インキを中心に
認定商品数増加！ 
大幅に普及拡大しています 

＊申請から認定までの期間は、申請締め切り日から 2 か月程度です。 

 
一般社団法人日本有機資源協会 

バイオマスマーク事業事務局 
☎03-3297-5618 Fax03-3297-5619  
 

✉申請に関するお問合せ 
mark-apply@jora.jp 

 

表示に関するお問合せ mark-design@jora.jp 

契約・掲載のお問合せ mark-license@jora.jp 

事業全般へのお問合せ mark@jora.jp 

 

URL https://www.jora.jp/biomassmark/ 

JORA の検索は 
ココから！ 

申請書類一式 
様式１から様式４と 
SDS などの添付資料を
ご準備ください。 
申請締切は毎月 
20 日です。 

審査を行うのは、 
第三者委員会です。 
申請内容について 
決まったスケジュールで 
定期的に審査 
しています。 

 2 申請 1 相談 

 

 4 認定  5 使用  6 相談 

 3 審査 

 申請先 

環境対応の「見える化」を進めませんか 

2022 年 2 月 28 日現在 


